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築
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一
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す
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条
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右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
元
年
十
二
月
三
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
建
築
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
建
築
安
全
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
二
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
」
に
、
「
令
第
百
三
十
六
条
の
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
」
を
「
壁
、
柱
、
床
そ

の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
（
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
の
外
壁
開
口
部
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
知
事

が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
号
中
「
令
第
百
三
十
六
条
の
二
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
」
を
「
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口

部
設
備
に
つ
い
て
知
事
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
超
え
る
建
築
物
は
耐
火
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
が
令

第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定

め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
」
を
加
え
、
「
令
第
百
三
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
技
術
的
基
準

に
適
合
す
る
建
築
物
」
を
「
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
が
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
若
し
く
は
ロ
、
第

二
号
イ
若
し
く
は
ロ
若
し
く
は
第
五
号
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た

構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
」
を
「
門
又
は
塀
で
、
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
建
築
物
（
木
造
建
築
物
等
を
除
く
。
）
に
附
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
」
に
改
め
、

同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
大
規
模
の
模
様
替
を
」
を
「
、
大
規
模
の
模
様
替
又
は
用
途
を
変
更
」
に
改
め
る
。

元. 第 4 回 定 例 会



二

　

第
八
条
第
一
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
九
項

た
だ
し
書
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
法
又
は
」
を
「
法
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
建
築
物
」
の
下
に

「
又
は
壁
、
柱
、
床
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
及
び
外
壁
開
口
部
設
備
が
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
定
め
る
技
術
的

基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
若
し
く
は
国
土
交
通

大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
の
三
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
四
中
「
第
十
条
の
五
」
を
「
第
十
条
の
五
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
、
「
は
耐
火
建
築
物

と
、
」
を
「
又
は
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
建
築
物
で
、
主
要
構
造
部
が
同
号
イ
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
外

壁
開
口
部
設
備
が
同
号
イ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
は
耐
火
建
築
物
と
、
法
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
」
に
、
「
は
準
耐
火
建
築
物
」
を

「
又
は
令
第
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
建
築
物
で
、
主
要
構
造
部
が
同
号
イ
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
外
壁
開
口
部

設
備
が
同
条
第
一
号
イ
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
は
準
耐
火
建
築
物
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
の
六
中
「
第
十
条
の
四
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
四
の
二
」
を
加
え
る
。

　

第
八
条
の
十
九
第
二
項
を
削
る
。

　

第
十
条
の
四
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
避
難
階
に
お
け
る
直
通
階
段
か
ら
の
出
口
等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
第

三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
特
殊
建
築
物
で
、
階
数
が
三
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
設
け
る
同
項
第
二
号
の
廊
下
そ
の
他
の
通

路
の
区
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
路
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

三
階
又
は
地
下
二
階
以
下
の
階
を
第
九
条
第
八
号
又
は
第
九
号
（
入
所
す
る
者
の
寝
室
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る

建
築
物
に
設
け
る
通
路　

当
該
通
路
と
屋
内
の
他
の
部
分
と
を
間
仕
切
壁
又
は
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備
で
令
第
百
十
二

条
第
十
八
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
（
居
室
、
倉
庫
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
に
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
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築
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一
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す
る
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例

設
け
た
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
防
火
設
備
又
は
同
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
に
定
め
る
十
分
間
防
火
設
備
）
で
区
画
す
る
こ
と
。

　

二　

三
階
又
は
地
下
二
階
以
下
の
階
を
第
九
条
第
五
号
又
は
第
九
号
（
入
所
す
る
者
の
寝
室
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る

建
築
物
に
設
け
る
通
路　

当
該
通
路
と
屋
内
の
他
の
部
分
と
を
間
仕
切
壁
又
は
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除

く
。
）
で
令
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
に
定
め
る
も
の
で
区
画
す
る
こ
と
。

　

第
十
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条
の
四
の
二　

三
階
を
第
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
特
殊
建
築
物
で
、
階
数
が
三
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も

の
（
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
耐
火
構
造
の
壁
」
と
あ
る
の
は
「
間
仕
切
壁
」
と
、
「
法
第
二
条
第
九
号
の
二
ロ
に
定
め
る
防
火
設
備
」
と

あ
る
の
は
「
戸
（
ふ
す
ま
、
障
子
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
条
の
五
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

　

一　

主
要
構
造
部
が
令
第
百
十
条
第
一
号
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

　

二　

外
壁
の
開
口
部
の
う
ち
令
第
百
十
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
、
令
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
そ
の
構
造
が
令
第
百
十
条
の
三

に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の

又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の

　

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
号
、
第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項

第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
前
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。



四

　

一　

主
要
構
造
部
が
令
第
百
十
条
第
一
号
に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物
で
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の
又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の

　

二　

外
壁
の
開
口
部
の
う
ち
令
第
百
十
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
、
令
第
百
九
条
に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
そ
の
構
造
が
令
第
百
十
条
の
三

に
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
、
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
構
造
方
法
を
用
い
る
も
の

又
は
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
た
も
の

　

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
条
第
一
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
の
九
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
の
十
第
一
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第

百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
の
十
六
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
の
十
七
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
十
二
条
第
十
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
八
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
け
あ
げ
」
を
「
蹴
上
げ
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
四
条
中
「
第
百
十
二
条
第
十
四
項
又
は
第
十
五
項
」
を
「
第
百
十
二
条
第
十
九
項
又
は
第
二
十
項
」
に
、
「
第
百
十
二
条
第
九
項
」
を

「
第
百
十
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
同
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
第
十
条
の
四
の
二
」
を
加
え
、
「
第
十
条
の
五
」
を
「
第
十
条
の
五
第
一
項
」
に
、

「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



五

第
二

百

四
号
議
案　

東
京
都
建
築
安
全
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
三
十
号
）
の
施
行
に
よ
る
建
築

基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
改
正
を
踏
ま
え
、
建
築
物
の
耐
火
性
能
等
に
関
す
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を

整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


